
令和６年度電力・ガス・食料品等価格高騰重
点支援給付金（１０万円／１世帯）のご案内

問 国民健康保健課　☎ 73-1973

令和 6年度 国民健康保険税
収納対策緊急プランを策定・実施します

　宮古島市では、国民健康保険税の収納率向
上による国民健康保険財政の安定化を図るた
め、令和６年度国民健康保険税収納対策緊急
プランを策定し、実施します。

国民健康保険課からのお知らせ

詳しくは、市ホームページでご確認ください。

主な項目
①資格・賦課の適正化
②収納体制の充実強化
③徴収方法の改善

④滞納処分の実施
⑤その他（広報活動等）

問 健康増進課　☎ 73-1978

問 健康増進課　☎ 73-1978

問 健康増進課　☎ 73-1978

健康増進課からのお知らせ

　がん治療に伴う外見の変化に対応する補整
具の購入費用の一部を助成します。

・頭髪補整具（ウィッグ）・・・上限２万円
　・乳房補整具（左・右）・・・・各上限２万円

※申請はそれぞれ１回限りです。詳しくは
　市役所健康増進課までお問い合わせ下さい
　（市の HPもご覧下さい。）

　若年がん患者の在宅療養生活をサポートす
るため、サービス利用料の一部を助成します。

・対象サービスの補助
　　　　　　・・・サービス利用料 10分の 9
　　　　　　　　（1月あたり上限 54,000円）
・対象サービス・・・・訪問介護、訪問入浴介護、
　　　　　　　　　福祉用具貸与
・特定福祉用具購入（種類ごとに１回限り）

※詳しくはＨＰをご覧下さい

　本市では、市民の健康づくりへの意識を高
め、地域での健康に関するボランティアを実
践する「健康づくり推進員」を育成する「健康
づくり推進員育成講座」を開催致します。全
４回の育成講座で身体活動や健康づくりを学
び、ご自身の健康推進と地域の健康づくり活
動を実践していきませんか？

補整具購入費助成制度に
関するお知らせ

若年がん在宅療養生活支援に
関するお知らせ

令和６年度「健康づくり推進員育成講座」
受講生募集

受講対象者：２０歳以上の宮古島市民
定　員：２０人
内　容：健康についての講義、運動実技など
講座期間：８月 29日 (木 )、９月５日 (木 )、　
　　　　　９月12日(木)、19日(木)（全４回）
時　間：14：00～ 16：00（2時間）
場　所：宮古島市保健センター多目的ホール
受講料 ：無料
募集期間：７月 16日（火）～８月６日（火）
　　　　　　　　（定員に達し次第締切り）
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納税のお知らせ納税のお知らせ
納期限：納期限：99月月22日日 (( 月月 ))

■市県民税2期
▶納税課収納管理係 ☎ 72-3751（代）
■介護保険料2期
▶高齢者支援課介護保険料係 ☎ 72-3751（代）
■国民健康保険税2期
▶国民健康保険課 ☎ 72-3751（代）
■後期高齢医療保険料2期
▶国民健康保険課 ☎ 72-3751（代）

相談コーナー相談コーナー
国民健康保険税 夜間納付窓口開設日時
・8 月 8 日（木）、22 日（木）17 時 15 分～ 18 時 45 分
・場所：市役所 1 階　国民健康保険課
・お問合せ：国民健康保険課　☎ 73-1973

ふれあい総合相談支援センター
・毎週　月〜金 ( 祝祭日除く )
・受付時間 8 時 30 分～ 17 時
・場所：社会福祉協議会 ☎ 72-3193

無料人権相談

・8 月 20 日（火）   13 時半～ 16 時
 　　　　　　　　　　場所：市役所 1 階 地域振興課
・8 月 27 日（木）   14 時～ 16 時
          　　       　　　　場所：城辺公民館
・お問合せ：地域振興課　☎ 73-4905 

女性相談室
・毎週 月〜金 9 時～ 17 時
・場所：市役所 1 階 家庭保健課   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
・平日：10 時～ 12 時 /13 時～ 16 時
・場所：市役所 1 階 地域振興課　☎ 73-2695
  ・消費者ホットライン☎ 188

夜間「暮らしの無料消費者相談」
・日時：8 月 14 日（水）、28 日（水）
                         18 時～ 20 時　※要予約
・場所：市役所 1 階 地域振興課
・お問合せ：地域振興課 生活安全係    ☎ 73-・お問合せ：地域振興課 生活安全係    ☎ 73-4905

問 こども未来課　☎ 79-7825

市民課からのお知らせ

こども未来課からのお知らせ

■日時：8 月 3 日（土） 13■日時：8 月 3 日（土） 13::00 ～ 1600 ～ 16::0000
■場所：総合庁舎　1 階　市民課■場所：総合庁舎　1 階　市民課
■予約人数：33 名■予約人数：33 名
■交付条件：マイナンバーカードの申請が■交付条件：マイナンバーカードの申請が
　　　　　　お済みで本人の来庁が可能の方　　　　　　お済みで本人の来庁が可能の方
■持ってくるもの：はがき・通知カード ( 持っ　■持ってくるもの：はがき・通知カード ( 持っ　
ている方 )・身分証 ( 運転免許証等 )ている方 )・身分証 ( 運転免許証等 )
　※運転免許証等がない方は、保険証・離島割引　※運転免許証等がない方は、保険証・離島割引
　カード等の２点が必要となります。　カード等の２点が必要となります。

　公立保育所やこども園で、元気なこども達や職　公立保育所やこども園で、元気なこども達や職
員と一緒に働いてみませんか。員と一緒に働いてみませんか。
　（施設見学 OK ！事前にご連絡ください。）　（施設見学 OK ！事前にご連絡ください。）
　宮古島市では、令和 6 年度の保育士（会計年度　宮古島市では、令和 6 年度の保育士（会計年度
任用職員（保育士・サポート保育士・パート保育任用職員（保育士・サポート保育士・パート保育
士））を募集しております。士））を募集しております。

■■予約期間： 前日の午後 3 時まで予約期間： 前日の午後 3 時まで
　※予約期間内であっても枠が埋まり次第終了　※予約期間内であっても枠が埋まり次第終了
■■予約受付時間：平日 8予約受付時間：平日 8::30 ～ 1230 ～ 12::00　　　　　00　　　　　
　　　　　　　　13　　　　　　　　13::00 ～ 1700 ～ 17::1515
■■予約方法：窓口係マイナンバー担当予約方法：窓口係マイナンバー担当
　　　　　　電話 (0980-72-3751)　　　　　　電話 (0980-72-3751)

■業務内容：公立保育所及びこども園における■業務内容：公立保育所及びこども園における
　　　　　　保育業務全般を担当　　　　　　保育業務全般を担当
■必要な資格：保育士資格■必要な資格：保育士資格
■職種■職種
　①保育士：フルタイム（1 日 7 時間 45 分勤務）　①保育士：フルタイム（1 日 7 時間 45 分勤務）
　②保育士：パートタイム（1 日 7 時間 30 分勤務）　②保育士：パートタイム（1 日 7 時間 30 分勤務）
　③サポート保育士：1 日 6 時間勤務　③サポート保育士：1 日 6 時間勤務
　④パート保育士：1 日 6 時間の週 3 日勤務　④パート保育士：1 日 6 時間の週 3 日勤務

※上記は全てシフト制です。※上記は全てシフト制です。
　希望される方は、ハローワークで詳細を確認し、　希望される方は、ハローワークで詳細を確認し、
紹介状を発行していただいた後、宮古島市総務課紹介状を発行していただいた後、宮古島市総務課
まで提出をお願いします。まで提出をお願いします。

マイナンバーカードを
予約制で休日交付します

「保育士」募集しています !
令和 6年度 会計年度任用職員

（保育士・サポート保育士・パート保育士）

施設見学OK!!
事前にご連絡
ください

元気な子供達や職員と
一緒に働いてみませんか？

対象世帯
　令和６年６月３日時点で宮古島市に住民登録があり、
・世帯員全員が令和６年度住民税均等割が非課税である世帯
・世帯員全員が令和６年度住民税均等割のみ課税である世帯
・令和６年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税
　者のみで構成される世帯
※令和５年度住民税非課税世帯への給付金（7万円）または
　令和５年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金（10万円）
　の給付対象となった世帯は対象外です。
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されて
　いる世帯は対象外です。
手続き方法
　対象となる世帯へ、【口座確認書】を７月下旬より順次発
送しています。
　【口座確認書】が届いた方　⇒　①必要事項を記入し、
　②本人確認書類の写し、振込口座が確認できる書類の写
　しとあわせて返送してください。
申請期限　令和6年 10月 31日（消印有効）

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、
特に家計への影響が大きい低所得世帯（令和６年度新たに対
象となった住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯）
に対し、１世帯あたり１０万円を支給します。

生活福祉課からのお知らせ

問 宮古島市 生活福祉課 ☎ 0980-73-1981

宮古島市地域懇談会のお知らせ
各地区自治会長、地域団体を対象に意見交
換会を開催します。
【上野地区】上野公民館（旧改善センター）
　　　　　  8/10（土）　18:00
【下地地区】下地農村環境改善センター　
　　　　　  8/31（土）　18:00
対象各団体には事前に通知しております。
他地区の日程は別途お知らせいたします。
よろしくお願いします。
問  宮古島市役所 地域振興課　 ☎ 73-4905宮古島市役所 地域振興課　 ☎ 73-4905



令和 6 年度「道路ふれあい月間」推進代表標語令和 6 年度「道路ふれあい月間」推進代表標語
「渡ります  元気な命が  歩いてます」「渡ります  元気な命が  歩いてます」

普段利用している道路の重要性を再認識し、普段利用している道路の重要性を再認識し、
道路の正しい利用、美化清掃等の道路愛護道路の正しい利用、美化清掃等の道路愛護
活動を積極的に推進しましょう。活動を積極的に推進しましょう。

８月は「道路ふれあい月間」

問  道路建設課　 ☎ 73-5634道路建設課　 ☎ 73-5634

農政課からのお知らせ
令和６年度さとうきび夏植用農薬及び有機質肥料
購入補助事業に係る申請資材購入のお知らせ

令和 6年度　さとうきび共済

■実施事業名
　◇さとうきび夏植用農薬購入補助事業
　◇さとうきび夏植用有機質肥料購入補助事業

問  宮古島市役所 農政課　 ☎ 79-7813

■配布要件
　◇購入補助の事前申請をした方
　◇公的義務（市税等）の未納がない方
■受け取り（購入）場所
　◇農薬についてはＪＡ各資材店
　◇有機質肥料についてはＪＡ各資材店または
　　Ｓ＆Ｋみやこ島（上野資源リサイクルセンター）
■受け取り（購入）期間
　◇令和 6年 7月 22日～ 8月 31日（一部の商
　　品で受け取り期間が異なります。）
　※Ｓ＆Ｋみやこ島の有機質肥料の「宮古島 1号」
　　については 8月からの受け取り
　※ＪＡの有機質肥料「豊作堆肥 1号」に
　　ついては 8月中旬頃からの受け取り

　令和６年度からさとうきび共済加入補助が復
活し、補助率は掛金の 10％！
　「さとうきび共済」は、発芽不能株出しの夏
植え切替や春植え植替えに対する補償もあるの
で、植替え費用負担も軽減できます！
■補償割合：８割（加入者本人の５年中３年
　　　　　　平均の単収と糖度が基準）
■対象損害：台風、水害、病害虫、獣害など
　　　　　　による収量減や糖度低下
■申  込 み ：令和７年産（来年収穫）は
　　　　　　今年の８月要件審査時から
　　　　　　申込開始

問  沖縄県農業共済組合　宮古支所　 ☎ 72-4724
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犬・猫を飼うときのルールや
マナーを守りましょう

① ① 放し飼いはしない放し飼いはしない
② 宮古島市に② 宮古島市に登録登録し、狂犬病のし、狂犬病の予防注射予防注射を受けましょうを受けましょう
③ ノミダニ対策などきちんと③ ノミダニ対策などきちんと健康管理健康管理 
④ 鳴き声や臭いなど④ 鳴き声や臭いなど近所の人に気を配る近所の人に気を配る
⑤「待て」など⑤「待て」など適正なしつけ適正なしつけをするをする

犬を飼うときのルール犬を飼うときのルール

「宮古島市飼い犬取締条例」により、放し飼いは禁止！「宮古島市飼い犬取締条例」により、放し飼いは禁止！

・屋内飼育をしましょう。
　屋内で飼うことで、鳴き声やふん尿などで近隣に迷惑を
　かける心配もありません。
・不妊去勢手術をおこないましょう。
　繁殖を望まない場合や生まれてくる命に責任を持てない
　のであれば、不幸な猫の繁殖を防いでください。
・飼い主は、責任を持って終生飼育をしましょう。
　飼っている動物を捨てることは犯罪です。

猫を飼われている方へ猫を飼われている方へ

　野犬を捕獲するために箱ワナを設置していますが、最
近は野犬がワナにかからないように人の手が加えられる
ことが増えて困っています。周辺住民を野犬被害から守
るために設置していますので、見かけても触れないよう
よろしくお願いします。
　また、動物がかかっていた場合は危険ですので触らず
に環境保全課（☎  79-5283）までご連絡ください。

市民の方へお願い市民の方へお願い

令和 6年度犬・猫の去勢・避妊手術支援事業

　野犬の捕獲にご協力ください！

環境保全課からのお知らせ

犬の手術：犬の登録、令和６年度狂犬病予防犬の手術：犬の登録、令和６年度狂犬病予防
　　　　　注射の接種済み　　　　　注射の接種済み
猫の手術：マイナンバーカード及び猫の手術：マイナンバーカード及び
　　　　　離島住民割引カードのコピーまたは　　　　　　　　離島住民割引カードのコピーまたは　　　
　　　　　住民票　　　　　住民票（3 ヶ月以内に発行されたもの・コピー可）（3 ヶ月以内に発行されたもの・コピー可）
　　　　　運転免許証は不可　　　　　運転免許証は不可
　　　　　　　　　　（市民であることの証明にならないため）

不法投棄禁止について

ストップ !! 違法墓地建設

赤嶺獣医科医院（宮古島警察署隣り）　赤嶺獣医科医院（宮古島警察署隣り）　☎ 72-797672-7976
麻布十番犬猫クリニック（県道城辺線）麻布十番犬猫クリニック（県道城辺線）☎ 79-861279-8612
ちばな動物病院（バイパス通り）　　　ちばな動物病院（バイパス通り）　　　☎ 73-885373-8853
宮里動物病院（バイパス通り）　　　　宮里動物病院（バイパス通り）　　　　☎ 73-613073-6130

■動物病院

■助成金額
(1 頭 ) 去勢手術 避妊手術

犬 5,000 円 10,000 円
猫 2,500 円 5,000 円

問  環境保全課環境保全課 ☎ 79-5283☎ 79-5283

問  環境保全課環境保全課 ☎ 79-5283☎ 79-5283

問  環境保全課環境保全課 ☎ 79-5283☎ 79-5283

特別職国家公務員への道
自衛隊への進学・就職案内
自衛官を募集しています。

ご相談は下記へいつでもご連絡ください！

宮古島出張所
ツイッター QR コード

自衛隊沖縄地方
協力本部 HP

問  自衛隊沖縄地方協力本部 宮古島出張所  自衛隊沖縄地方協力本部 宮古島出張所  
☎ 0980-72-4742☎ 0980-72-4742

Mail : okinawa .pco.miyako@rct.gsdf.mod.jpMail : okinawa .pco.miyako@rct.gsdf.mod.jp

令和７年度 鹿児島障害者
職業能力開発校入校生募集

福岡障害者職業能力開発校訓練生募集
（障がいのある方）

障がい福祉課からのお知らせ

　鹿児島障害者職業能力開発校では，障害をお持
ちの方を対象に令和７年度入校生を募集します。

　福岡障害者職業能力開発校（北九州市若松区）では，
障害をお持ちの方を対象に訓練生を募集します。
■募集期間　① 7 月 16 日～ 8 月 23 日まで
　　　　　　② 7 月 18 日～ 9 月 30 日まで
■選考日　　①令和 6 年 9 月 7 日
　　　　　　②令和 6 年 10 月 19 日
■募集科目　①令和 6 年 10 月入校　職域開発科
　　　　　　②令和 7 年 4 月入校
3D-CAD 科、プログラム設計科、商業デザイン科、
流通ビジネス科、流通ビジネス科音声パソコンコース、
総合実務科、OA 事務科
■訓練期間　職業開発科 6 ヶ月
　　　　　　プログラム設計科 2 年、その他 1 年
■寮がありますので県外の人も受講可能です。
　施設見学も受付けております。
■申し込み方法　お近くのハローワークで
　　　　　　　　ご相談ください。

■募集期間　A 日程／令和 6 年 8 月 1 日 ( 木 )
　　　　　　　　　～令和 6 年 9 月 25 日 ( 水 )
■試験場所　本校 ( 薩摩川内市入来町 )
　　　　　　奄美市、熊本市、宮崎市
■試験内容　筆記試験 ( 国語・数学 ) 及び面接
■募集科目　A: 情報電子科、
　　　　　　　グラフィックデザイン科、ＯＡ事務科
　　　　　　B：介護福祉サービス科、アパレル科、
　　　　　　　  ワークトレーニング科
■対象者
　A: 高等学校卒業（卒業見込を含む）　　　　　
　　 及び同等以上の学力を有する 18 歳以上の障害者
　B: 義務教育修了以上の障害者
　　（ワークトレーニング科の対象は知的障害者のみ）
■授業料等　授業料は無料。寮も併設しています。

※教科書、訓練服代として 45,000 円～
　　　　60,000 円程度必要（科によって異なります）
■訓練期間　1 年間 ( 令和 7 年 4 月～令和 8 年
3 月 )
■申し込み方法　お近くのハローワークで
　　　　　　　　ご相談ください。

問鹿児島障害者職業能力開発校
☎ 0996--44--2206

問福岡障害者職業能力開発校
☎ 093--741--5431

　日頃から、市民の皆さんが協力して不法投棄がされ　日頃から、市民の皆さんが協力して不法投棄がされ
ない環境づくりをすることも大切です。ない環境づくりをすることも大切です。
ごみを捨てられない為に、管理する土地の草刈りをごみを捨てられない為に、管理する土地の草刈りを
行ったり、周りに柵を設置したり、簡単に出入りされ行ったり、周りに柵を設置したり、簡単に出入りされ
ないようにチェーンなどを使ったり、自衛策を講じ適ないようにチェーンなどを使ったり、自衛策を講じ適
正な土地の管理をお願いします。正な土地の管理をお願いします。
　不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土　不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土
地の所有者・管理者がごみの撤去・処理を行わなけれ地の所有者・管理者がごみの撤去・処理を行わなけれ
ばなりません（廃掃法第 5 条「清掃の保持」による）。ばなりません（廃掃法第 5 条「清掃の保持」による）。
不法投棄防止にご協力ください。不法投棄防止にご協力ください。

墓地、埋葬等に関する法律により勝手に墓地を
作ることは違法です！

（市に相談・申請・許可が必要です。）
　平成 26年３月より「宮古島市墓地等の経営許可に関
する条例」及び同条例施行規則が制定されております。
　お墓を建てる際には、申請前に一度ご来庁いただき、
事前に相談してください。（同条例施行規則第３条）

～墓地建設許可の大まかな流れ～
①市役所へ事前相談
②申請
　お墓を建てたい場所の近隣住民や自治会への
　周知、説明、意見聴取（申請者が実施）を踏まえて
　申請。
③審査
　市条例、内部規定に基づいて設置場所等が基準を
　満たすか否かの審査。
④審査結果
　「許可」、「不許可」を判断します。
　申請内容によっては基準を満たさない場合、
　「不許可」になることもあります。
⑤墓地建設工事
　許可をされた場合、墓地建設現場に「墓地建設の
　工期」、「計画者の氏　名・住所」、「業者の氏名・住所」
　が記載された標識を設置する。
⑥工事完了
　工事終了後は、完了届の提出。
※お墓の建設に関してはまず相談を！

箱ワナに触らないで！箱ワナに触らないで！




